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は じめに

学校週5日 制 は、1992年9月 の国公立学校 への毎月第2土 曜休業 日の導入後 およそ2年 が経

過 した。本稿は、この間 の学校週5日 制 の動向の概括 を試み るものであ り、本誌前号所載の拙

稿「1992年学校週5日 制導入に至 る経過」の続編であ る。

(一)学 校週5日 制 と子 ど もの家庭 ・地域生 活

(1)子 どもの家庭生活 ・地域生活

(i)日 本世論調査会の93年10月 調査1)

これによれば、(1)月1回学校週5日 制実施について、「良か った」と思 う人64 .1%、 「悪 かった」

と思 う人24.3%、 「分か らない」・無回答11.3%、(2)良 か った理 由は、① 家族で過 ごす時間 が増

えた、②子供が 自由に遊 べ る時間 が増 えた、③ スポーッ・文化な どを通 じて子供 が地域の 自

然や人 々と触れ あ う機会が増 えた、等が挙げ られている。

完全学校週5日 制 については、「賛成」45.8%、 「反対」47.2%、「分か らない」・無回答7.0%。

賛成 と答えた人が完全学校週5日 制 を実施す る際に必要だと考 えてい るのは、①企業の週

休2日 制定着②遊 び場 や文化 ・スポーッ施設の整備③年間の授業時数削減の順であ る。

反対 と答 えた人 が挙げた理 由は、多い順 に①土曜留守家庭児童 のための施策の不備②平

日の授業の過密化③子 どもの休み としては多す ぎる④企業の週休2日 の普及不十分、である。

(ii)青 少年教育活動研究会の「幼 児・児童 ・生徒の学校外活動実態調査」

これは文部省委嘱調査で あ り、研究会代表 は斎藤哲榔 ・川村学園女子大学助教授 であ る。

調査 は93年6月12日 の土曜休業 日に行われ、16都道府県の幼稚園5歳 児、小2、小5、中2、高校普

通科 ・職業科2年 生 とその保護者 を対象 と した。回答者 は201校 の子 ども、保護者各5832人 で

あった。
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その調査結果の要点 を示す と次の ようである。(調査 『報告書』・平成6年2月 ・3-4頁)

(1)土曜休業 日午前中の子 どもの過 ごし方

① ゆっ くり休養22.5%② 近所 での遊 びや運動・散歩10.6%③ テ レビ・ラジオ・ビデオ・CDの

視聴9.8%④ 部活 動7.1%⑤ テ レビゲーム・パ ソコソで遊ぶ6.1%⑥ 家事 の手伝い5.3%⑲ 学

習塾 ・予備校0.4%(○ 番号は順位)。

(2)同じく午後 の過 ご し方

①近所での遊びや運動・散歩14.9%② ゆ っくり休養11.5%③ テ レビ・ラジオ・ビデオ・CDの

視聴10.1%④ 買い物・外食8.3%⑭ 学習塾・予備校1.4%。

(3)活動す るに当たって誰 と一緒だ ったか。

午前 ① 自分一人32.8%② 兄弟姉妹29.2%③ 母親24.6%④ クラス・学年 の友達18.3%⑤ 父

親13.7%⑥ 学年・学校 の違 う友達10.5%。

午後 ①兄弟姉妹28.5%② 母親26.8%③ 自分一人25.3%④ クラス・学年 の友達23.3%⑤ 学

年・学校の違 う友達14.6%⑥ 父親14.2%

(4)心身 に障害のあ る子 と一緒 だったか。

「はい」午前6.8%、 午後7.4%

(u1)PTAで の実践

日本PTA全 国協議会は「実践事例集」を発行 して きたが、91年の第孤集以降は学校週5日

制 に対応 して学校 外活動 に焦点を当てて きた。94年3月 発行 の第X集 では、土曜休業 を活用

した親子の地域 ・家庭活動 と して、次の例 などが紹介 されている。子 どもと親 ・大人 たちと

の家庭 ・地域活動は、土曜学校休業を利用 して相 当程度に拡大発展 しつつあると見 られ る。

「親子炭焼 き体験活動」 「地域 ふれあい干 し柿づ くり」

「父 と子 の料理教室」 「なごや親子 ふれあい祭 り」

(iv)国 公立施設 を足場 とする活動等

文部省や教育委員会 は、次 の例のよ うに、国公立施設やそれに準ず る民間施設を足場に し

休 日土曜 日の活用 を含む子 どもや親子 の新 しいウィークエ ソ ド活動を促進 してい る2)。

・国立 中央青年 の家 の土・日「富士 山 クラブ」

・国立科学博物館「親子科学実習教室」

・大阪・海遊館「海遊館 サタデー スクール」

・厚木市子 ども科学館「子 ども天文教室」

(2)学 校週5日 制と親の土曜休業 ・就業状況

(i)学 校週5日 制 に応 じた就業様式の追求

次のよ うに、若干の企業や地域等においては学校週5日 制 に応 じた就業様式が追求 された。

①工作機械 メーカーの高松機械工業(本 社石川県松任市)は 学校が9月 か ら第2土 曜 日を休
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み にす るのに対応 して、これまでの第1と 第3土 曜 日の休 みの うち第1土 曜を第2土 曜 日に変

更 した(日 経92.8.24)。(以 下、新聞情報 は、日付のみで朝刊を示 し、夕刊は 日付に「夕」を付す。)

②関西積和不動産株式会社(大 阪市北区、従業員287人)は 「毎週水曜 と隔週の火曜」とい う

変則週休2日 制をとっているが、「該 当の子弟 をもつ社員は、他 の休 日と振 り替 えて(第2土 曜

日に)休 み、家族 との コミュニケーシ ョソを高めて下さい」と従業員に通達 した(大 阪読売92 .

9.10夕)。

③大分県東 国東郡内の6つ の漁協 は、92年9月 か ら学校週5日 制 に合わせて毎月第2土 曜 日

を一斉休漁 日に した(大 阪毎 日92.9.12)。

④東海地方 で土・日曜 日の週休2日 制未確立のサービス業 を中心 と した企業10社 に取材 し

たが、「学校 も5日 制 になる し、なん とか土 ・日休み を取 るように してい きたい」とい う答 え

が 目立 った。三重県長 島町 にあ る遊 園地会社 は「アルバイ トを増や して社 員の休 みを確保す

るよ うに したい」と言い、岐阜県 の陸運 会社 も「土曜 日は今後、半 日勤務 に してい きたい」と

土・日休みの方 向を考 えている(東 京毎 日92.10.8)。

⑤宮崎市教育委員会 は市内主要639事 業所 に第2土 曜休暇 申請 への特別配慮 を依頼 した

(西 日本新 聞92.11.12夕)。

⑥ 広島県三和町では「親子一緒 に休 もう」とい う町の呼びかけで町内主要12会 社 が第2土

曜 日を休む よう申 し合わせた(朝 日92.11.15)。

⑦愛媛県三崎漁業協同組 合(正 組 合員319人)は 、乱獲 防止 と後継者確保 も兼 ねて毎月第2

土曜 の全面休漁 日制 を実施 した(読 売92.12.7広 島)。

(ii)学 校土曜休業 と父母の就業

この点 に関す る貴重なデー タと して、地域流通経済研究所(理 事長 ・長野吉彰肥後銀行頭

取)が 、熊本市において学校週5日 制導入直後に小学生を持つ熊本市内の350世 帯 に電話で ア

ソケー トした「学校週休2日 制導入が家庭生活 に与 える影響調査」がある
。これ によると、92

年9月12日(第2土 曜学校休業 日)の 両親の就業状況は、父親が56.6%、 母親 は28.9%だ った。

母親 の就業率 が高 く、第2土 曜 日に休めないため「仕事 を辞 めること、仕事を変わ ることを考

えた」と答 えた母親は8.1%。 両親が不在だ った家庭 に限 ると14 .9%だ った(熊 本 日日92.9.2

3)。

(m)労 働事情全般

「生活大国5力 年計画」(93.6.30閣 議決定。目標平成8年 度)に 応ず るべ く93年6月2日 改正 さ

れた労働基準法は、要点次の ように定 めた。①94年4月 から週 の法定労働時間 を44時 間か ら4

0時 間 に短縮す る。② 中小企 業などへの猶予措置 を97年3月 迄存続 させ、労働 時間 も「40時間

を越 え44時 間以下 の範 囲内」とす る。③時間外 ・休 日労働 の割増賃金率は、休 日に限 り50%以

下の範囲内で政令で定め るところによ り引 き上げ、時間外 は25%に とどめる。④最長1年 間

の変形労働時間 を設 け る(朝 日93.6.2、 日経93 .6.2夕)。
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又、労働省が92年12月 行 った賃金労働時間制度等総合調査(従 業員30人 以上の事業所5300ヶ

所対象。93年10月5日 発表)に よると、完全や隔週な ど「何 らかの週休2日 制」を導入 している

企業の割合は回答企業 の85.2%(前 年度78.2%。 以下括弧 内同様)、適用労働者数は94.2%(9

1.6%)、 特 にこの うち従業員30～99人 の小企業では企業数で82.5%(73.4%)、 労働者数 で84.

4%(76.1%)と 急増 した。所定内労働時間 は企業平均 で42時 間1分 、労働者1人 平均 で40時 間

3分 であ った。また、日本の労働者 の93年 の年間実労働時間は1913時 間(残 業を除 く所定内労

働 時間は1780時 間)と な り、88年に比べて198時 間短縮 された(労 働省統計。日経94.3.31、 同9

4.8.22)○

しか し、中小企業 について当面許容 され た週44時 間労働 は、平 日8時 間労働 とす ると平均

す ると全土曜 日が4時 間労働 とな り、子 どもの土曜休 日には応 じられない。この外、週休2日

でも業種 による親の休 日と学校休 日との ミスマ ッチもあり、別 に自営業者等の問題 もある。

これ らの問題への対応 は今後 の課題で ある。

(二)学 校週5日 制と学校

(1)学 校週5日 制の実施状況

(i)公 立学校週5日 制実施状況(93年4月)

文部省 が93年4月 、全国の各公立校 の中か ら計約3,500校 ・園 を抽出 し各都道府県教育委

員会を通 じて行 なった学校週5日 制実施状況調査の要点は次の ようである。(同年9月10日 発

表、日経93,9.11、 内外教育93.9.14、 『初等教 育資料』平成5年11月 号。)

①平成3年 度 と比べた平成4年 度 の学校教 育活動全体 の年間総時間数(学 校行事や いわ

ゆ るゆと り(学校裁量)の 時間の活動に当てた時間を含む。)が 、「減 った」学校 、「変わ らな

い」学校、「増 えた」学校の比率 は、表Hの とお りである。

②学校の教育活動全体 の時間数 が減 った場合 に、時数 が減 った主な教育活動の種別は、

表1-2の ようであ る。(複 数 回答。表1-1で 「減 った」と答えた学校数 を100%と した場合の百

分率)

③週時程 において平成3年 度 と比べて授業時数が増 えた曜 日がある学校、ない学校 の比

率は、表1-3の とお りで ある。 いわゆ る「授業 の上乗せ」は中、高では週1時 間程度実施 さ

れてお り、「2時 間を越 える」とい う中学 も3.5%あ った。
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表1平 成4年度公立学校5日 制実施状況(93年4月 文部省調べ)

表1-1① 学校教育活動全体の時間数(数 値は%)

減 っ た 変化な し 増 え た

高 等 学 校 40.2% 58.5% 1.3%

中 学 校 42.2% 46.7% 11.1%

小 学 校 65.2% 29.8% 5.0%

幼 稚 園 65.2% 28.5% 6.3%

特殊教育諸学校 59.8% 37.0% 3.2%

表1-2② 時数が減った主な活動(減 らした学校の%)

(表1-1で 「減 った」と答えた学校数=100%)

教 ク 学 生 ゆ 学

ラ
級
活 徒 と

校
行

科 ブ 動 会 り 事

高 等 学 校 58.0 23.3 10.4 5.2 27.5 20.7

中 学 校 17.2 24.6 13.3 16.3 64.8 45.4

小 学 校 18.9 1.8 1L9 20.1 54.8 76.8

特殊教育諸学校 38.9 25.2 37.4 22.9 33.6 38.2

表1-3③ 授業時数が増えた曜日があるか、否か(%)

特殊 幼 小 中 高

ない

ある

89.5

10.5

95.7

4.3

80.7

19.3

67.3

32.7

68.8

31.3

④ いわゆ る短縮授業の見直 しは、「やって いない」学校 が、高78.1%、 中57.5%、 小52.1%、

幼88.1%、 特65.8%、 である。(残りは、概 ね、「や った」)

⑤各教科の教材等の精選は、「一部行 った」と「かな り行 った」とを併せた回答が、中学校65

%、 小学校63%、 特殊教育諸学校57%で ある。高校 は「特 に行 わなか った」が58%と なってい

る。

⑥ 月1回 土曜休み にな って も子供 たちの学習負担 は「これ まで と比 べあま り変 わ らない」

との回答が、小、中、高校 を通 じて約8割 あった。

(ii)私 立学校週5日 制実施状況(93年4月)

文部省は93年4月 、各都道府県教委を通 じて、幼稚園か ら高校 までの全私学10,593校 を対

象に学校週5日 制 の私学の実施状況調査 を実施 した。その結果 と同省の92年9月 調査(93 .1.8

発表)と を統合す ると次表の よ うであ る。(『初等教育資料』平成5年11月 号。)
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表2私 立学校の五日制実施状況

文部省調査(93年4月 及び92年9月)

93年4月 92年9月 92年9月

よ り前

小学校

中学校

高 校

63.6%

32.6%

51.1%

49.4%

20.5%

32.7%

12.2%

6.3%

16.4%

これ によれば、私学の学校週5日 制実施 については、小学校 、高校 では、公立校 に足並みを

そろえる姿勢 が うかがえるが、中学校 は実施率32.6%で 、92年9月 と比較 した伸び も約12%

にとどまっている。特 に中学校都道府県別実施状 況は、東京や大阪、福 岡などで20%未 満 と

低 く、文部省 は こうした傾 向について「受験 の影響 は否めない」と分析 してお り、9月10日、学

校週5日 制の趣 旨を理解 し、国公立校 との協調 を求めてい くよ う各都道府県知事に通知 した

(日経93.9.11)。

(皿)月2回 学校週5日 制研究協力校の状況

文部省は93年12月29日 、「社会 の変化 に対応 した新 しい学校運営等 に関す る調査研究協 力

校におけ る平成4年 度 の研究状況」をまとめた3>。同協力校は92年5月19日 、2ヶ年の予定で64

2校 が指定 されたが、実施状況の大部分は92年9月 か ら93年3月 の ものである。なお、協 力校 に

おけ る実践 は、指定の際 の「社会の変化に対応 した新 しい学校運営等 に関す る調査研究協力

校実施要項」(後述)に 枠 づけ られていることに留意す る必要がある。

この研究状況で注 目すべ きは、次の点であ る。

① 休業土曜で減 った授業時数 を7限 目をつ くって補 うなど、「週の うち休業土曜 日以外の

曜 日の授業時数 を従来 よりふや した」、すなわちいわゆ る上乗 せを した学校 は、次の ように、

中学、高校で4割 、小学校で3割 を越 えて いる。このため児童生徒 の学習負担 が過重 とな らな

いかとい う課題 が残 された。(下段の括弧内は月1回 土曜休業実施の一般校)。

小学校34.7%中 学校43.6%高 校43.5%特 殊教育校15.3%

(19.3%)(32.7%)(31.3%)(10.5%)

②月二回土曜休業実施校 の うち、指導内容・指導方法の工夫改善 を「取 り入れた」学校の比

率は次表の ようであ る。
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表3学 校週5日 制月2回 研究協力校実施状況(平 成5年12月29日 文部省まとめ)

表3-1指 導内容・方法の工夫改善 を行った学校の比率(%)

(右下段は、月1回 学校週5日 制実施の一般校)

指導の工夫改善の種類 小学校 中学校 高 校 特殊校 幼稚園

A体 験的な学習や問題

解決的な学習の重視

97.7

96.0

92.8

77.2

83.4

29.6

89.4

69.9

B各 教科の教材の精選 77.6

62.6

75.0

65.1

82.4

42.5

68.2

57.1

C学 校行事の精選 93.2

92.3

90.0

84.5

64.8

47.9

71.8

70.8

65.6

49.7

D学 校裁量時間の活動の精選 75.3

77.7

74.3

79.2

40.7

28.3

55.3

44.3

E個 に応 じた指導の工夫改善 96.4

93.3

92.1

86.5

93.5

59.6

83.5

83.5

90.0

69.3

F学 習の遅れがちな児童

生徒に対する補充指導

89.5

89.5

89.3

85.4

93.5

77.1

43.5

57.5

Aに つ い て は 、回 答 で「か な り取 り入 れ た」「一部 取 り入 れ た」の合 計 、B～Fに つ い て は「か な り

行 な っ た」「一 部 行 な っ た」の 合 計 で あ る。下段 は 前 掲93年9月 文 部 省 発 表 の「月1回 の 学 校5日 制

実 施 状 況 」に よ る一 般 校 の 状 況 。 「内外 教 育」94.1.11を 元 に 作 成 。

③ 協力校実施要項 の定 め る指導内容 ・指導方法の工夫改善 を図 った結果、「自ら学ぶ意欲

と主体的に考 え、判断 し、行動で きる資質や能力の育成」に効果があったか とい う問 に対 し

て、「育成す ることにあま りつなが らなか った」と答えたものは次の比率であ り、中学校の約

5分 の1、特殊教育学校の約4分 の1に 問題 が残 された。

小学校3.2%中 学校18.6%高 校7.4%特 殊教育諸学校25.9%幼 稚園4.4%

(他 の選択肢「たいへん効果があった」「おおむね効果 があ った」との三者択一回答)

④年間授業時数 の運用の工夫の効果 について、「幼児児童生徒 の学習負担を増加 させない」

ことに「あま りつなが らなか った」とす る学校 が小、中、高 とも15%前 後 あった(「大変効果 が

あった」「おおむね効果があった」との3択)。

なお、各教科 、道徳、特別活動、学校裁量 の時間 の年間授業時数 について、協力校は次の3

つの類型 に分かれて実施 した。

1:年 間授業時数は従来 どお り。

II:従 来充 てていた年間時数か ら毎月の第2土 曜 に充 てていた授業時数を削減 した。

III:従 来の年間時数 から毎月の第2土 曜 に加えて他の1土 曜に充てていた時数を削減 し

た。

これ らの学校週5日 制月2回 実施研究協力校 において、授業時数 の運用の工夫が幼児児
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童生徒の学習負担 を増加 させない ことに 「あま りつなが らなかった」 とい う回答の、上の

類型毎の比率は次の表3-2の とお りである。

表3-2授 業時数の運用の工夫が学習負担を増加させない

ことに「あまりつながらなかった」学校の比率(%)

合 計 類型1 類 型II 類 型III

高 校 13.9 25.0 16.1 0

中 学 16.4 25.O 8.5 13.5

小 学 14.2 25.7 9.7 7.4

幼 稚 2.2 0 0 2.8

特 殊 15.3 35.3 15.4 7.1

(2)教 職員団体等の動向

学校週5日 制 の拡大・完全実施 の帰趨 ・態様 に影響 を与 えると思われ る校長会や教職員組

合の主な ものは、いずれ も総論 と しては、学校週5日 制 の拡大 、完全実施の方 向で一致 して

いるが、それぞれの事情 を反映 して具体的対応には差異 を見せてい る。その概要は以下の よ

うであ る。

(i)校 長会

① 全国連合小学校長会 の大野幸男会長 は、94年5月25日 、同会第46回 総会で、学校週5日 の

月2回 実施 とい う同会の要望 を「平成7年 度 にはぜひ実現 したい」と述べだ)。 ②全 日本中学

校長会の中進士会長 は、94年5月26日 、第45回 総会で学校週5日 制の月2回 実施 について「現行

指導要領で可能 だが、年度 当初 か ら実施す る場合、前年度の2学 期 には方針を示 してほ しい。

保護者の理解 を得 る必要 もある」と話 した5)。③全国高等学校長協会 の増井俊 明会長 は、94

年5月25日 、第47回 総会 で、学校週5日 制 について、「月2回 、3回の実施 とな ると解 決 しなけれ

ばな らない課題 がた くさんあ る。学習指導要領改訂 について本部委員会 を中心 に早速、検討

をは じめなければならない」と述 べた6)。

(ii)教 職 員組合

日本教職員組合(日 教組)の 横山英一委員長 は、94年1月28日 、第43次 教育研究集会で「完全

学校週5日 制 の1997年4月 か らの実施」に取 り組む ことを強調 した(内 外教育94.2.8)。 又 、日

教組 は94年7月 、第79回 定期大会 の当面 の運動方針 で「隔週学校週5日 制 の実施 を文部省に早

期 に決断 させる」ことを決定 した。横山委員長 は挨拶で学校週5日 制 に関 して、文部省 に対 し

ては、▽完全5日 制 の展望 と道筋、日程 を明 らかにす る▽過密 な学 習指導要領 を抜本的に改

善 し、ゆ とりを生 み出す ことに着手す る▽遅 くとも今秋(94年 秋)ま でに隔週学校5日 制実施

を決定す ることを求め、教職員 に対 しては、教育改革 としての学校週5日 制に積極的に取 り
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組み、受験のための学力観 を大 きく転換 し、教 育内容 の精選 、授 業時数削減に踏 み出す よ う

要望 した(内 外教育94.7.8)。

全 日本教職員組合(全 教、三上満議長)は 、94年7月8日 一10日の第6回 定期大会で、学校週5日

制の2年 間の経過 を次の ようにまとめている。① 多 くの課題 をかかえて開始 されたが「学校5

日制 その ものは、…学校 づ くりをすすめるチャソスである」②「新学習指導要領の過密教育

内容 と学校5日 制 との矛盾 があ らためて顕在化 している。…と りわけ、『授業時間数確保』

のため、欠 けた時数の平 日上乗せや子 どもの発達 に不可欠 な自治活動の削減など、教育課程

をいっそ うゆと りのない ものに してい(る)」③「休業 日の子 どもの安全 と成長を保障す る施

設や設備が きわめて不十分」である。又、運動方針 では「子 どもたちのゆ とりと豊 かな生活 を

保障す る学校5日 制の実現をめざす」として次 の事項 を挙げてい る。①現行の学校週5日 制の

実施状況、問題点 を集約 し、その改善を求 める。②子 どもの教育 に真 のゆ とりが実現で きる

よう、新学習指導要領抜本的見直 しの運動 を展 開す る③教育内容の思 い切 った精選 を図 る。

画一的 な授業 の上乗せをやめさせ、「お しつけ学校行事」の見直 しと必要 な学校行事の充実

などに取 り組む。④地域 におけ る自主的な子 ども組織 の発展 のために協力や援助 をす る。⑤

完全学校5日 制 の早期実現をめ ざし、す くな くとも95年 度か らの隔週学校5日 制 の実施をめ

ざす。⑥5日 制推進 の取 り組みを とお して地域 づ くり・文化づ くりをめざす共 同の取 り組 み

を前進 させ る(『 新聞全教』94.6.5特 別号・大会議案書)。

この外、他の有力教職員組合 も概 ね学校週5日 制の促進・完全実施 を運動方針 としてい る7)。

(3)学 校週5日 制導入 と教育的諸問題 ・諸課題

92年9月 の5日 制導入は、「新 しい学力観」と「家庭 ・地域二 日制」が強調 されは したが、政治

経済 ・労働政策優先の もとに、国公立学校 について拙速的 かつ一斉画一的に実施 された8)。

そのため、各学校、地域での条件整備状況 や教育的意義 ・効果 の検 討を欠 き、5日制 に応 じた

次のような教育上の諸問題 の解決は導入後の課題 として殆 ど丸 ごと残 されたままであった。

(i)5日 制に応ずる教育課程創出の課題

土曜休業 の導入 による授業時数の削減 の下で、ゆ と りあ るしか も学力水準の低下 を招か

ない学校教育がどの ように可能であ るのかは学校週5日 制導入 に伴 う最大 の問題 であった。

「新 しい学 力観」とそれに基づ く指導内容・方法の工夫改善が学校時間短縮 の下で子 ども

にゆ と りをもた らしつつ学 力水準を維持 ・向上 させ得 るとい う確証 はな く、教育課程 も含め

て、5日制に見合 う新 しい学習 と教育の在 り方の創出は課題 と して残 された。

現実 には、教科授業時数 を維持す るためにむ しろ「ゆ とりある授業」に逆行す るよ うな学

校の対応が問題現象 と して種 々生 じた。大半の学校 におけ る休業土曜の授業時数 を他 の曜

日や他週土曜 日に「上乗 せ」す ることよる過密授業の問題、学校行事や子 どもの 自主的 自治

的活動 を不当に削減 しかねない問題、まれには実質的に土曜休業 を避 け ようとす る動 きな
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どがそれで ある。

(ii)新 たな塾通 い・受験競争の惹起を抑制する課題

過度 の受験競争 ・塾通 いの解消 につなが る見通 しは明確でな く、む しろそれ らを増長 ・激

化 させ るのではないか とい う問題 も残 された。

受験競争 の過熱ぶ りは、特 に92年 学校週5日 制導入当時、異常 なまでに至 っていた。約半数

の県教委が公立高校 に大学進学率 向上 のための予算措置を講 じていた、殆 どの都府 県で公

立 中学校内で「業者テス ト」が公然 と実施 され私立高 へその成績 が提 出 されていた、都市部

において特 に過度 の私立 中学校進学志 向が増大 していた、な どであ る。

これに対 して、文部省 は、「新 しい学力観」を強調す るとともに、指導要録の基準の「関心 ・

意欲 ・態 度」を含む「観点別学習状況」重視 への改訂(91年3月)、 「評価尺度の多元化 ・複数化」

による高校 の「多元的で柔軟 な教育 システム化」(91年4月 中教審答申)、業者テス トの公立中

学校 か らの追放方針(93年1月)に よる「改革」をすす めた。にもかかわ らず、受験競争 その も

のが緩和す る傾向は見 られず、む しろ複数受験 や合否の基 準 ・そのめやすの変動 による混

乱、受験産業への一層の依存傾 向等、新たな競争 の:激化や中学校教育の大 きな混乱が生 じて

いる9)。

この ような状況で、5日制が子 どもにゆ とりあ る学習 と生活 をもた らす見通 しは定かで な

く、む しろ休業土曜 日の午前 中を利用 しての塾通 い・受験競争の激化 が懸念 された。この点

では、校長会や教 育委員会等 の把握では今のところ大 きな弊害 は生 じていないと言 うもの

の、一部学習塾では既 に休業土 曜 日の活用 がは じめ られてい る。これが拡大 して5日 制 の意

義 その ものを損 な うことにな らないか、案 じられ る。

(111)一 部私学の不実施 に伴 う不公平の問題

私立の中学校 や高校 が国公立 の学校週5日 制導入に同調 しない ことによって、受験競争で

優位 にたつとい う新たな不公正 を生 じるのではないかとい う問題である。

私学の学校週5日 制導入の現状は既述の通 りであ り、当面は推移 を見 なければな らない。

これに関 して、92年学校週5日 制の導入が、法律 によらず文部省令で ある学校教育法施行

規則47条1項 の改正 によって行われたため、5日制 に関す る公私間公平 の問題 が国会等の公

の場 での徹底 した検討 を欠いたままにな って いるとい うことがある。一部の私学があ くま

で6日 制 を維持す ることによって受験 で優位 にたつとい う立 ち場 を維持 しつつけるとすれ

ば不公正は否定 し難 い。全国挙 げてゆ とりある生活や教育 を追求す るべき時 に、そ うい うも

のをも「私立学校 の自由」と して許容 べきか否 か、私学振興助成金交付 の制度 と連動 させ る

可能性 も含めて、後述す る教育立法 の法律主義 の立場 か ら主権者国民の代表で:構成す る国

会 での徹底的な議論の対象 とす ることが課題 と して残 されている。

以上の3つ は、子 ども、父母 に一般 に関わる問題であった1°)。他方、条件未整備 のままの5日

制の画一的強行 は、次 の2つ の問題 に端的 にみ られるよ うな、新 たな社 会的不公正を も惹起
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したQ

(iv)土 曜留守家庭の問題

京都市の例 を挙 げる。92年秋、京都市 内の学童保育所児童の保護者 は1万4000人 の署 名を

添え、学童保育所 の午前9時 開所 を市 に求め市議会に請願 した。しか し、市 は学校週5日 制実

施に際 して「学童保育所 は第2土 曜 日は、平常の土曜 日と同 じ午前11時 半の開所 とす る」(児

童館は午前10時)と し、93年もそれを続行 した。市内には公設だけで学童保育機能 をもつ65

の児童館 と29の 保育所 があ り、約3900人 の児童が登録 して いる。午前9時 から開けてい るの

は、保育所 の好意や保護者会が 自主運営す る15カ 所だけ。市の民政局児童家庭課 によると、9

2年9月 か ら93年3月 迄の第2土 曜 日の学童保育所利用者は平均で学童保育登録児童 の17.1%

と少 ない。逆 に、朝か ら開いている学童保育所 には、土曜が休 めない家庭以外の子 どもも集

まって くる(京 都新 聞93.9.1)11)。

この例では、条件整備 による補償 を伴 わない学校週5日 制導入に より、従来学校が担 って

いた第2土 曜 日午前8時 半か ら11時 半一12時半頃 まで教育・保護機能 が失 われ、土曜留守家庭

の父母 は公費 による学校運営 か らの受益 を逸失 させ られ、その上新 しく土曜午前中の 自主

学童保育運営又はその代替策 を講 じるべ き負担 を課せ られたので ある。

同様 の事例 が、例 えば城陽市(朝 日92.12.15京 都版)、奈良市(朝 日92.11.12奈 良版)、名古

屋市(朝 日92.09.19夕)、 大阪市(朝 日92.11.6大 阪版)、横浜市(朝 日92.12.04神 奈川版)に つ

いて報道 されている。

又、92年学校週5日 制実施時の13大 都市 の学童保育の土曜 日開設状況は次表の ようである。

京都市の例 と同様 あるいはそれ以上に困った事態 が上記の市 の外、さらに仙台、神戸、北九

州、福 岡、東京(の 一・部)の 各都市(そ して多分千葉)で もおそ らく引 き起 こされているのであ

る。

表413大 都市の学童保育の土曜 日開設状況(1992年 度)

自治体名 運営形態(か所) 土曜 日の開設状況 第2土 曜 日の開設状況

札 幌 市 公立公営(44)

学校方式補助(20)

共同方式補助(63)

開館

開設

開設

朝から開館

朝から開設

ほとんど朝から開設

仙 台 市 委託事業(50)

公立公営(37)

学童保育毎で判断

児童館単独施設は閉館

市民セソター併設は開館

すべて閉所

閉館

通常通 り朝から開館

千 葉 市 委 託(48) ほとんど開所 学童保育毎で判断

川 崎 市 公立公営(81)

委託事業(29)

開設

開設

開設

開設

横 浜 市 委託 事 業(131)

共 同 保 育(8)

開設

開設

学童保育毎で判断

学童保育毎で判断
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自治体名 運営形態(か所) 土曜 日の開設状況 第2土 曜日の開設状況

名古屋市 公立公営(16)

補助事業(177)

共同保育(3)

開設

開設

開設

通常通 り午後から開設

ほとんど開設

ほとんど開設

京 都 市 公設委託(92)

共同保育(16)

開設

ほとんど開設

通常通 りの開設

ほとんど開設

大 阪 市 補助事業(165) ほとんど開設 学童保育毎で判断

神 戸 市 補助事業(37)

委託事業(80)

ほとんど開設

開設

ほとんど開設

通常通 り午後から開設

広 島 市 公 立 公 営(115)

共 同保 育(1)

開設

開設

朝から開設

朝から開設

北九州市 公立公営(2)

公設民営(33)

委託事業(35)

開設

開設

開設

閉所(父母負担で開設)

ほとんど開設

ほとんど開設

福 岡 市 公設民営(115) 閉所 閉所

東京23区 公立公営(738) 開設 おおかたは開設だが、拠点方式 など

の部分開設や閉室 となっているとこ

ろもある

全国学童保育連絡協議会調べ。 『保育白書1993』158頁 。

関連 して、前掲「青少年教育活動研究会」の調査 によると、93年6月12日 学校休業土曜の午

前 中の活動を「誰 と一緒 に行 い ましたか」とい う問 に対 して「自分一人で」と答えた者は、幼

稚園児6.1%(親 が記入)、小学2年12.1%、 小学5年22.4%で あった。全 国で何十万～何百万 と

い う幼児 ・児童 が土曜休 業の午前中を1人 で過 ご してい る。ここには土曜留守家庭 の問題 も

含 まれてい ると同時に、それ以上 に憂慮す るべ き新 たな問題 を生 じさせているのではない

かと思 われ る。

(v)障 害児の問題

障害児 とその家族、場合 によ りさらにその関係学校教員 は、概 して、地域での受け入れ体

制 が充分でない状況の下で、第2土 曜休 日の導入 によって新たな困難に直面 させ られている。

東京都 の例を見 る。都立養護学校41校 の うち25校 は、最初の土曜休 日も学校で「校外活動」

を した。対象は「地域や家庭 で生活 が困難 な児童 ・生徒」で、関係学校児童生徒3800人 の うち

約880人 が参加 した。しか し、都教委は「ス クールバスは、日常の教育活動の手段。運行すれば、

結局学校へみんな行 って しまい、土曜休 日の意味がな くな る」とい う理由で登下校 に使 う障

害者用 ス クールバスを当 日は運行 させないと決 めた。学校はいずれ も広域通学で、通常は都

内全体 で185台 のス クールバスが送迎 のため運行 され る。利用率 は、肢体不 自由児 の学校 で

は、平均で7割 を超 えるとい う。運行 が中止になると、家庭で独 自に送迎 しなければな らない。

小平養護学校 の場合、約160人 の児童生徒 の うち55%が バスを利用。学校側 は家庭の負担 を
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少 しで も軽 くしようと、学区域8市 で公民館等を利用 し校外活動の会場 を設 ける(朝 日92.9.

9夕 刊)12)。

又 、93年3月 、大阪府下 の小学校・中学校 の養護学級 の児童生徒及 び障害児学校小学部 ・中

学部児童生徒対象の調査(回 答数1940)に よれば、93年2月13日 の土曜休業 日の午前 中の過 ご

し方で、地域で健常児 と一緒 に過 ごしたと見 られ るのは次のよ うに少数であ り、地域 の受け

入れ体制が広 まっているとは言い難 い13)。

健 常 児 と 一 緒 の 行 事 に 参 加 し た59人(3.0%)

近 所 の 学 校 へ い っ て 遊 ん だ29人(1.5%)

家の近所 で友人や き ょうだい と遊んだ380人(19.6%)

(vi)子 ども・親の意見表明・参加実現 の課題

導入に際 して、殆 どの学校で学校週5日 制について子 どもや保護者 の意見 が充分聞かれる

ことな く、説 明さえ全 く不十分であった。しか し、学校週5日 制 は誰 よりも当事者の幼児児童

生徒(以 下、「生徒」で代表)の 問題であ り、又、その家庭の問題であるのだか ら、本来生徒 と父

母 の同意 を得て行 われ るべ きである。この ことは子 どもの権利条約の精神 と条項 に よって

も当然 と考 え られ る。今後、5日制の拡大・完全実施 に当た っては、各学校 において、教職員の

合意のみな らず、意見表明 と参加に よって生徒 と父母 の合意を も得てその条件 が整い教育

的 に意義があ ることを確認 しつつ行 な うべきである。

本稿 冒頭前記の本紙前号拙稿 で述 べた数々の調査 による多数の親の5日 制 への不安や反

対、及 び、次 の諸事例 等に見 られ る5日 制 への子 どもの関心の高 さは、まさに学校週5日 制の

導入・拡大 ・完全実施 とい うような学校改革 の重要課題の取 り組 みの過程 において こそ学校

の管理運営への子 ども・親 の意見表明・参加 を尊重 し実現 してゆ くべ きことの重要性を示 し

ていると言 えよう14)。

①東京の「世 田谷ボラソテ ィア協会」と若者 グループが運営す るメディア「トーキ ソグキ ッ

ズ」は留守番電話で学校週5日 制 に関す る意見 を募 った ところ、小学校4年 生 か ら高校3年 生

まで約100件 の熱心 な意見が寄せ られた。

②兵庫県立長 田高校 は5日 制導入によ り削減 される土曜 日の授業時間分 を補 うために、他

の土曜 日の一時限をそれぞれ15分 延長 し、月 に45-60分 を確保す ることと した。これに納得

しない高校生 が20年 ぶ りに生徒総会 を開 くな ど抵抗を示 した。

③瀬戸市 の愛知県立瀬戸西高校 は、土曜休業 によって欠け る授業時数 を期末 テス トの期

間 を1日 短縮 して4日 間 とすることによって補 うとい う方針 を出 したが総数の4分 の3を 越 え

る生徒が署名で反対 した。途中、学校側 の不当な扱 いがあったが、結局短縮は とりやめ となっ

た。

④93年1月24日 、埼 玉県大宮市奈 良町 の大宮北高で30数 校 か ら120人 の生徒会役員 が集 ま

り、「学校5日 制 と学校・生徒会」についての討論会 を熱心 に行 った。
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(三)教 育行政の施策と動向

(1)教 育委員会の施策 と動向

(i)5日 制 に応 じた施策の概要

学校週5日 制 に対応 した教育委員会の施策は、次表のよ うである。

表5学 校週5日 制に対応 した教育委員会の施策

1992年10月 文部省調べ(93年3月5日 発表・内外教育93.3.9)

(複数回答)単位:委 員会数、%

区分

都道

府県

教委

市町

村教

委

回答した教育委員会数 47 2271

学校週5日 制に対応 した施策を行っている 100.0 83.6

公立学校施設の開放 63.8 58.4

公立学校における事業の実施 27.7 16.9

社会教育施設における事業の実施 97.9 44.0

子供会等による事業の実施 70.2 34.4

民間団体による事業の実施 66.0 11.8

障害のある子供たちに配慮 した事業の実施 48.9 5.9

社会教育施設の入場無料化 57.4 22.1

指導員等の配置 87.2 26.5

子供を指導するボラソティアを募集 21.3 12.0

学校週5日 制に関する広報物の作成 97.9 65.5

学校外活動に関する情報の提供 83.0 44.9

その他の方法 25.5 6.4

特別な施策は行っていない 一 15.6

不明 一 0.8

全都道府県教委、8割強 の市町村教委が何 らかの学校週5日 制 に対応 した施策を行 なって

いる。

都道府県では、その大部分 が①学校週5日 制 に関す る広報物 の作成、② 社会教育施設にお

ける事業の実施、③指導員等の配置、④学校外活動に関す る情報 の提供等 を行 っている。

実施比率の少ないのは①子 ど もを指導す るボラソテ ィアの募集、②公立学校 におけ る事

業の実施、③障害のあ る子 どもに配慮 した事業の実施などである。

市町村 では、比較的多いのは、①広報物の作成②公立学校施設 の開放③情報の提供④社会
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教育施設 における事業の実施 などであ る。

特 に少 ないのは、①障害 のある子 どもに配慮 した事業の実施②民間団体 に よる事業 の実

施③子 どもを指導す るボラソテ ィアの募集 などで ある。

(ii)5日 制 と社会教育の施設 、指導者

平成4年 現在、社会教育施設等の無料化は、国立 の美術館 ・博物館 は、同年9月12日 のみ全施

設 の無料化が行 なわれたに とどまった(青 少年教育課調 べ)。都道府県立 の博物館 、美術館、

体育館については、次表の とお りである15)。

表6都 道府県立社会教育施設無料化の状況

平成4年9月22日 現在

文部省生涯学習局調べ

項 目 博物館 美術館 体育館

施設を有する都道府県数 41県 38県 47県

施設数 55館 49館 79館

既に無料化 されていた県 10県 7県 0県

従前有料の県 31県 31県 47県

学校週5日 制で無料化 した県

(従前有料の県の うち数)

18県 15県 2県

学校週5日 制導入後 も有料

(従前有料の県の うち数)

13県 16県 45県

又、都道府県教育長協議 会の92年 度調査研究 によれば、社会教育 の事業・施設 ・指導者等

に関 しては次 のようであ った。①同年8月 現在、調査対象 と した県立及び市町村立 の公民館、

視聴覚 セ ソター、青少年教育施設、婦人教育施設合計77施 設(う ち県立15施 設)の うち96%

に当たる74施 設(同2施 設)が 無料化 してお り、うち「従前か ら」が57施 設、「5日制 に対応」は17

施設であ った。②5日 制対応事業 は青少年教育施設、公民館で多い。公民館 、図書館、青少年教

育施設 などの社会教育施設 は、調査対象都道 県立44施 設 の うち93%、 市町村立161施 設の87

%が 土曜、日曜 とも開館 している。③5日 制実施に伴 う社会教 育指導者 の人材確保計画は、県

の46%、 市町村 の52%が 「ある」と回答。予定 してい るのは県・市町村 とも殆 どボ ラソテ ィア

で、常勤の職員増 とい う回答はない16)。

(U1)学 校施設開放

以下、同協議会の調査研究によると、学校施設 開放については、①開放 してい る県・市町村

が大半だが、体育館や運動場 中心の開放で図書室などの開放は進 んでいない。学校 開放を進

め る解決策 にボラソティアの活用 をは じめ、施設 ・設備 の改善や指導者確保 のための予算措

置 などを挙 げ る意見が多い。②施設開放す る場合 の管理責任者 は、県教委、校長 を挙 げてい
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る県が半数 、利用団体責任者 としているところも数県、開放校が存在す る市町村の教育委員

会 に許可権 を与 え市町村教委が使用責任者 となっている県 もあ った。③92年8-12月 、学校週

5日 制の導入に伴 う学校 開放事業を実施 した県立学校は、調査対象11府 県 中、高校で3県 、特

殊教育諸学校で9県 、参加者 の安全確保対策は、開放事業 を実施 した全ての県が講 じていた。

④ 学校 開放事業に伴 う指導員の問題では、▽年間を通 じた委嘱▽服務 内容の明確化▽ 事故

への対応▽将来的な指導員の確保▽障害児の介護がで きる指導員の確保▽未対応市町村 に

対す る指導▽地域活動 の リー ダー となる指導員 の養成 などが求め られてい る。⑤指導者 と

なった実施校 の教職 員は、「委嘱又 は登録 された指導員 として参加」:4県、「概ね指導員 と し

て参加 ・一部がボラソテ ィアとして参加」:3県、「ボラソテ ィアと して参加」:3県であった17)。

学校 開放事業 の指導者 に対す る災害補償 の状況 については、次表の ようである。利用者 に

対す る補償 について もほぼ同様の傾 向である18)。

表7学 校開放事業の指導者に対する災害補償の状況

(「県」欄は都同県、「市」欄は市町村。数値は%)

県 市

「任意でスポーツ保険等への加入を奨励」 45 27

「全てにスポーツ保険を義務づけ」

又は 「公費経常により対応」 27 11

「ボランティア事故共済で対応」 0 3

「特に定めていない」 27 59

今
後
の
方
向

「スポーツ保険への加入義務づけ」 27 0

「スポーツ保険加入を奨励」 0 20

「検討中」 O 20

「特に保険に加入の予定はない」 0 20

学校 開放で事故が生 じた場合の補償 に関 しての国に対す る要望では、「全 国的な統一規格

の補償制度 の確立」「管理員、指導員、利用者 などの広範囲を対象 とす る補償制度の確立」「学

校 開放 に限定 した補償制度の在 り方、ルールづ くり」などを数県が挙げてい る19)。

(iv)休 業土曜 日の教 員の勤務形態・勤務時間

文部省の調査によると93年1月 現在、40都府県は、公立学校教員について、文部省通知に沿 っ

た方式の年間20日 のまとめ取 り方式 を実施 してい る。それは、①第2土 曜 日を「勤務 を要 しな

い 日」とす る② 月3回 の土曜勤務分 は夏休みや冬休みに20日 休む、とい うものであ る。残余の

県 も概 ね この方向に向いてい るが北海道 と石川県は まとめ取 りを全 く実施 してお らず、北

海道は組合が強 く反発 している2°)。

しか し、教育長協議会の調査 では、まとめ取 り方式 には、(1)まとめ取 りの指定が窮屈、(2)農
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業高校 におけ る動植物の管理 が課題、(3)長期休業期間中の教 員の研修計 画が従来 よ り難 し

くな る等、限界 があ り、教職 員団体 か らも、(4)部活や学校行事 の関係か らまとめ取 りがで き

ない、(5)教員の 自宅研修権が奪われているとの不満 が出ているとい う指摘が されている2')。

(2)文 部省の施策と動向

(i)月2回 学校週5日 制調査研究協力校実施要項

文部省は92年5月19日 、全国の642校 を2年 間の月2回 の学校週5日 制の調査研究協力校 に指

定 し、94年4月20日 には この中の636校 に新 たな97校 を加 え733校 を1年 間 の協 力校 に指定 し

た(内 外教育94.4.26)。 その際、同省 は「社会の変化に対応 した新 しい学校運営等 に関す る調

査研究協力校実施要項」を定め、その「別紙」において要点次 のよ うな「研究の課題 と視点」を

示 した。ここに学校週5日 制 の拡 大・完全実施 に当た って文部省が意図す る学校教育改革の

基本方向を読 みとることがで きるであろう。

①「自ら学 ぶ意欲 と主体的 に考 え判断 し行 動で きる資質や能力の育成 を重視 した教

育を推進す る」。(「研究課題1」、同「3」の 目標)

②そのため、指導 内容については、「体験的な学習」「問題解決的な学習」を重視す ると

ともに、「各教科の教材等 の精選」「学校行事の精選」、「各教科等外の活動」の精選 を

行 う。(「研究課題1」の「研究の視点」の「①指導 内容の工夫改善」)

③指導方法については、「個 に応 じた指導 を工夫す る」「学習の遅れがちな児童生徒 に

対 して…補充指導 などを行 う」。(同前「②指導方法の工夫改善」)

④各教科 の指導内容・方法の工夫改善 に当たっては、焦点化す ること。その際、「小学

校及び中学校 にあっては、国語及 び算数 ・数学 を中心 に研究す ることが望 ま しい」。

(同前「研究の視点」の「留意事項」)

⑤授業時数のあ り方については、学習指導要領 の基準は遵守 し、幼児児童生徒 の学習

負担が過重 にな らないよ うに留意す る。(「研究課題2」)

⑥「地域に開かれた学校 づ くり」「校内の研究体制 ・指導体制の工夫改善」、休業土曜 日

におけ る対応 に留意 して、「学校 、家庭及 び地域社 会を一体的 にとらえて相互 の連

携 を深め る」。(「研究課題3」)

(ii)月2回 学校週5日 制実施地域指定

文部省は学校週5日 制を月1回 か ら2回 に移行す るために、地域 ぐるみの連携 が必要 と して、

93年3月31日 、「学校週5日 制実践研究地域 の指定」について実施要項を定 め各都道府県教育

委員会 に通知 し、これに基づいて同年8月4日 、全国1道9県 の11地 域(94校 。うち高6、中25、小5

5、幼稚園8)を 指定 した。これ らの学校では、原則 と して二学期か ら第2土 曜 日に加え、第4土

曜 日も休 み とする。研究期間は平成6年 度 まで。指定地域 の教委 に地域研究推進 会議(校 長、

PTA、 青少年団体関係者 などで構成)を 設置 し、① 家庭や地域 の取 り組み指針、②青少年団
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体な どの連携 の在 り方、③子供 の活動 の場 の確保策、④ ボラソテ ィアの確保策な どを探 る、

とい う。(共同通信93.8.4)

(皿)学 校週5日 制拡大の当面の動向

①文部省の野崎弘初等中等教育局長 は、93年5月28日 、都 内で開かれた全 日本中学校長会

で、学校週5日 制の完全実施 について「今の学習指導要領 のままでは無理。授業時間数 を減 ら

す ことが至上命題 だ」、「どこを減 らす かとい うことは現場の先生方 にとって大変 な問題。総

論賛成各論反対 にな って しまう可能性 もあるので、段階的 に進めてい きたい」と述 べた(共

同通信93.5.28)。

②文部省 は、93年6月 、全国の国公私立小 中学校3万6030校 と全ての教育委員会 を対象 と し

た「道徳教育推進状況調査」を行 った結果 に基 づ き、94年5月27日 道徳教育の充実 を求める通

知 を各都道府県教 育委員会 に通知 した(産 経94.5.27)。 これ には、「学校5日 制 に伴 って道徳

の時間 が他 の教科などに振 り替え られ る傾 向もあるため事前 にクギを刺す狙い もあ るとみ

られ る」(共同通信93.06.21)と い う。

(iv)学 習指導要領 見直 し決議

94年1月18日 の文部省発表に よると、福 島、栃木、静岡、福井、滋賀 、佐賀 の6県 議会、千葉 、大

阪、神戸、北九州、福 岡の5政 令指定都市 を含め、全 国の地方 自治体 の1割 を越 える364の 自治

体 が新学習指導要領 を見直すよ う求 めた意見書 を採択 した。見直 しを求 める理 由は、① リク

ルー ト疑惑 に絡む元文部次官 らが作成 した指導要領 は問題 がある、②小学校の学習 内容が

過密 になってい る。特 に、漢字 が増 えて児童 の負担が大 きい。③週6日 制 を前提 に してい るか

ら。④完全5日 制 のために必要、の4種 類 に分類 され る。学校週5日 制実施 に伴 って「内容 が過

密す ぎる」などの理 由を挙げた ものが約9割 に上 った、又、上記理由の③ が約5割 、④ が1割 程

度 だった、とも伝 えられ る22)。

(3)学 校週5日 制の教育法的 問題

学校週5日 制 の実施 に関 しては、学校休業 日の設定 をめ ぐって教育委員会 と文部省 との間

で次 のよ うに確執 が続 いて きている。

①9県6政 ・令指定都市 が、文部省指定の調査研究協力校以外に土曜休業 日を92年4月 から導

入す る実験校 を独 自指定す る方針 をとった ことに対 して、文部省は「休業 日の設定は教育課

程にかかわ る問題 で、国が決めること」として認め ようと しなか った(毎 日92.4.5)。

②徳 島県藍住町教委 が同町立4幼 稚園で、土曜 日の「選択登園制」を92年9月 か らスター ト

させ ことに対 し、文部省は県教委を通 じて クレームを付けたが、町教委は譲 らなか った(朝

日92.9.30夕 刊、10.5。共 同通信92.9.30、11.14)。

③「幼稚園が5日 制 になると、保育園に移 りたい との要望が多 くな るが、受 げ皿がない(佐

藤登 ・仙北町教 育長)な どの理由で、秋 田県仙北郡仙北町や山本郡琴丘町 など7町 村立 の8幼
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稚 園が5日 制 を実施 しなか った(共 同通信 ・同前)。

④名古屋市教委は93年6月 の第4土 曜 日を月2回 土曜休業試行の臨時休業 日に予定 したが、

「文部省の研究協力校以外 での月二回の試行は認 め られない」との再三の文部省 の再考要請

にあって、「思いや りの心 を育てるためのふれあいの 日」として実施 した(朝 日93 .6.21、6.24

夕刊、日経93。7.3)。94年6月 、同市教委は第 四土曜 日を「親子 がふれ あ うための 日」と して市

立幼、小、中、養護学校児童生徒約21万 人 の休業 日と した(朝 日94.4.20)。

⑤ 三重県 は93年5月 か ら第4土 曜 日も休業 日とす る公立小 、中、高校 、幼稚 園の実験校32校

園 を独 自に設 け月2回 の土曜休 みを実施 した。文部省の中止要請 を受け、93年9月 、県教委 は

土曜休 みの月2回 完全実施 をあき らめ、代わ りに第4土 曜 日は(1)先生は登校す る(2)生徒 は授

業はないが子 ども会など地域活動 に参加す る、との妥協案で折 り合 った(日 経93.7.3、 朝 日9

3.9.22)o

⑥兵庫県で も2町 が公立幼稚園で月2回 を実施 した り計画 した りしたが、文部省の指導で9

3年9月 か ら取 りやめた(同 前 ・日経、朝 日)。

これ らの事例 は、学校週5日 制 についての教育の地方 自治の承認 の必要性及びそのために

も5日 制 について も教育立法の法律主義 の原則 を守 るべきことの必要性を示 している。

上記 の諸事例 の際、文部省は、「休業 日の設定 は教育課程にかかわ る問題 で、国が決めるこ

と」(毎日92.4.5)、「5日制 の調査研 究を進め るのは国の責任。文部省 の研究協 力校以外での

月二回の試行 は認 め られない」(朝日93.6.21)、「5日制 をすす めるのは国の責任。自治体が勝

手にやるのは認め られ ない」(朝日93.6.24夕 刊)、「学校 の休みは文部省令 などで決め られて

いるので、県教委の裁量 で決定す るのはやめてほ しい」(朝日93 .9.22)な どと述べてい ると

伝 え られている。しか し、土曜休業 日の決定について教育委員会の裁量が認 められない とす

る法的根拠 は明確で ない。

学校 の休業 日につ いては法律(狭 義)の 明文規定 はな く、92年の学校週5日 制導入は、公立

小学校 については国民 の祝 日、日曜 日等 を休業 日とす ると定 めた学校教育法施行規則(昭 和

22年 文部省令第11号)47条1項 の改正及び公立の中学校、高校、盲、聾 、養護学校 については

その準用条項 の適用 によって行なわれた。(なお、公立 の高等専門学校 については、93年4月、

国立高専の完全週5日 制化 と同時 に、同規則72条 の6の 改正〈平成5年3月3日 公布文部省令第2

号。同年4月1日 施行〉によって全 ての土曜 日が休業 日とされた。)

文部省の見解 に対 して、名古屋市教委な どは、学校教育法施行令第30条 の「公立の学校(大

学 を除 く。)の夏季、冬季、学年末、農繁期等におけ る休業 日は、当該学校 を設置す る市町村又

は都道府県の教育委員会が定め る」とい う規定 の「農繁期等」に土曜 日も含 まれ ると主張 し

た。

ところで、「開校記 念 日」「創立記 念 日」、条例 に よる「県(都)民 の 日」等については、教育委

員会が学校管理規則 で学校 の休養 日と定 めてい る例はい くつ もある。又、都 県の学校管理規
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則では、これ ら以外 にも、学校の休業 日について次の ように教育委員会や教育長、校長が学

校の休業 日を定め得 ると してい る規定 がある。

「校長 が特 に必要 と認め る日」(秋田 ・第2条 第1項 第7号)

「校長 は、教育上必要があ り、かつ、やむを得ない理 由があるときは、教育長 の承認 を得

て、…休業 日を設け(る こと)が で きる」(山形 ・第8条 第4項)

「教育委員会教育長 が指定 した 日又 は校長が特 に休業 を必要 と認 め、教育長 の承認 を得

た 日」(茨城 ・第8条 第1項 第9号)

「教育委員会の必要 と認め る日」(栃木 ・第5条 第1項 第6号)

「校長 が、特 に必要 と認め教育委員会の承認 を得た 日」(群馬 ・第5条 第1項 第7号)

「東京都教育委員会が定め る日」(東京 ・第5条 第1項 第6号)。

以上に よれば、少な くとも、一連の学校管理規則制定前後以降、学校週5日 制 による土曜休

業 日の問題 が生ず るに至 る迄 では、大学以外の公立学校の休業 日は、その根拠 を上記学校教

育法施行令第30条 に求め るか否 かは別 として、「非常変災その他急迫の事情があ るとき」の

臨時休業(学 校教育法施行規則第48条)以 外に も当該学校 を設置す る市町村又 は都道府県の

教育委員会 が定めるとい う実態 が安定的 に存続 していた。

又 、1968年出版 の今村武俊氏(当 時文部省社会教育局審議官)・別府哲氏(同 初等中等教育

局地方課長)共 著 『学校教育法解説』は、公立学校 の休業 日の決定権は学校の管理機関であ

る学校設置者 の教 育委員会 にあると解説 していた(231頁)。 その解説には根拠規定について

の言及 はないが、根拠規定 と しては、学校教育法第5条 、地方教育行政の組織及び運営 に関す

る法律第23条 第1号 ・第32条 ・第33条 第1項 、地方 自治法第2条 第2項 ・同条第3項 第5号 等 を挙

げることがで き、正 当であると考 えられ る。

同時 に、前記 の紛争的様相 を呈 した諸事例 は、学校制度 の基本に関 わる週5日 制導入 を国

会 の立法に よらず文 部省令で行な った ことの問題性の現れで あ り、学校 の休業 日について

従来法律 の明文規定がなか ったことも、かかる事態を招いた一要 因であった。

さらに、そ もそ も、憲法第26条 第1項 、2項に定 め られた教 育立法の法律主義に よるな らば、

5日 制の ような教育の権利 に関す る制度改革 は、文部省令の改正で行 われ るべ きでな く、当

然、国民代表議会での審議 と決定 を経て法律の定め に基づいて行われ るべ きなのであ る。

従 って、今後 、学校週5日 制 の拡 大や完全実施に当た っては、学校の休業 日についての法律

の定 めを設 けるべ きで ある。そ して、その規定 には、学校週5日 制について、その拡大・完全実

施 を促進す る旨とともに、必要 な条件 を整備 し学校 と地域 の実状 に応 じて学校 の自治 と地

方 自治に よって実施 して ゆ く旨を含め るべ きで ある。その際、既述 のよ うに、私学 におけ る

学校週5日 制 のあ り方を も明確 に してお く必要があ る。
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まとめに代えて一5日 制対応の教育課程づ くりの問題

完全5日 制 のためには、機械的に平均す ると各教科等の授業時数 を10数%削 減 しなければ

な らないが、現行学習指導要領 の教育内容 は今で も過密 と指摘 されてお り、それを「精選す

る」くらいで済む ものではない。又、同 じ知識 や技能を、「詰 め込み」教育でな く、「自ら学ぶ意

欲 と主体的に考 え判断 し行動で きる資質や能力の育成」をす るために「体験的 な学習」や「問

題解決的 な学習」で習得す るとすれば何倍 もの時間がかか るであろ う。授業時数削減の下で

学力水準 を維持向上 させ得 る教育課程 を創 り出すためには教育課程 の構成原理 そのものか

ら創 り変 える必要がある。そのためには、例 えば、自由の森学園や「仮説実験授業」、「シュタ

イナー教育」、「トピック授業」、 フレネ教 育その他、全国的世界的 な実践 の優れた諸経験 を

取 り入 れた抜本的 な教育課程 の改革が、しか も、文部省 の5日 制協力校 やま して特別研究指

定校 とい うよ うな少数の学校 での実践研究では な くて、広 く全国の各学校で生徒や父母の

要求 を容れその参加 を得 なが ら行 なわれ なければな らない。

ところが、94年9月 初め現在、95年度 か らの学校週5日 制月2回 実施はほぼ確実視 されてい

るが、その先 の完全5日 制 に見合 う教育課程 のづ くりへの取 り組 みは大 き く立ち遅れている

といわざるを得ない。「完全五 日制、文部省頼 りでいいか」(朝日94.8.1・山岸駿介編集委員)

とい うような見解 もあ るが、日教組 に して も全教 に して も5日制対応の教育課程づ くりに無

関心 ・怠慢 であるわけではない23)。学校現場 に根づいた5日 制対応 の教育課程 づ くりを遅 ら

せてい る原因はど こにあるのかが問題であ る。

92年 学校週5日 制 の月1回 導入は、既述 の ように全国一斉画一的に行 なわれ、土曜休業月2

回の試行に際 して も、文部省 は学校週5日 制の実施 は同省の専決事項 であると して、名古屋

市教委や三重県教委の創意 ・工夫 さえ認 め ようと しない。5日制対応 の教育課程 づ くりの各

学校、地域におけ る自主的な取 り組みの全国的発展 を妨げているのは、まさにこの点 にある。

教育課程づ くりにおいて も、前項「(3)」で述べた学校の 自治や教育の地方 自治 が是非 とも必

要なので ある。

主

1)93年10月23・24日 実 施 全 国 調 査 。層 化2段 階 無

作 為 抽 出。20歳 以 上 男 女3000対 象 回 答1948。 新 潟

日報93.11.7朝 刊 所 載Q以 下 は 詳 細 。

(1)で「良 か っ た」と 答 え た 人 が 選 択 肢(7つ と

「そ の他 」)の中 か ら2つ 迄 を選 ん で示 した理 由 は 、

① 家 族 で過 ごす 時 間 が増 え た56.6(以 下 、数 値 は

%。)、② 子 供 が 自由 に遊 べ る時 間 が 増 え た54.8、

③ ス ポ ー ツ ・文 化 な ど を通 じて 子 供 が 地 域 の 自

然 や 人 々 と触 れ あ う機 会 が増 え た36.3、 ④ 教 員

に ゆ と りが で きた11.1、 ⑤ 家 事 の手 伝 い をす る

時 間 が 増 え た10.3、 ⑥ 塾 な ど学 校 外 で の 勉 強 時

間 が増 え た6.2、⑦ 部 活 動 の時 間 が増 えた5.5、⑧

そ の他1.6、 ○ 分 か らな い ・無 回答0.7な ど と な っ

て い る。

(3)月1回 学 校 週5日 制 実 施 が悪 か っ た理 由((1)

で 「悪 か っ た 」と 答 え た人 の 回 答 。次 の 中 か ら二
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つ まで を選 択 。)。① 子供 の生 活 が だ ら しな くな っ

た37.4、 ② 子供 の 面 倒 を 見 る時 間 が 増 え、親 の 負

担 が大 き くな った35.1、 ③ 平 日 の授 業 時 間 が増

え た り して、子 供 にゆ と りが な くな った31.7、 ④

塾 通 い が 増 え た25.4、 ⑤ 教 師 と子 供 達 が 触 れ あ

う時 間 が な くな っ た15.6、 ⑥ 遠 足 や運 動 会 な ど

の行 事 が減 っ て学 校 生 活 か ら潤 い が な くな った

12.9、 ⑦ 学 力 が低 下 した6.6、 ⑧ 部 活 動 の 時 間 が

増 え子 供 が疲 れ た5,7、○ そ の他3.4、 ○ 分 か らな

い ・無 回 答1.5

2)『 文 部 時 報 』93年4月 ～94年7月 号 連 載 「ぼ くた

ち 、わ た した ち の ウ ィー クエ ソ ド」の 紹 介 例 。ほ

か に次 の例 が紹 介 され て い る。

・国 立 那 須 甲子 少 年 自然 の家 「ウ ィー ク エ ソ ド

ドキ ドキ体 験 」

・富 山 市 教 育 委 員 会 「ふ る さ と土 曜 ふ れ あ い 活

動 」#

・京 都 府 峰 山 町 公 民 館 「演 劇 を通 して ふ る さ と

学 習 」

・杉 並 区児 童 福 祉 セ ソ ター今 川 児童 館 ・セ ソ ター

児 童 館 「街 の 川 を遊 び場 に」

・愛 媛 県 三 瓶 町 教 育 委 員 会 「こ ど も朝 日文 楽 ク

ラブ」#

・ガ ー ル ス カ ウ ト日本 連 盟 長 野 支 部 「グ リー ソ

ア ク シ ョソ水 と緑 」

・国 立 阿 蘇 青 年 の 家「世 界 は と もだ ち～ 自然 は

と もだ ち ～」

・国 立 日高 少 年 自然 の 家 「北 の フ ァ ミ リー ラ ソ

ド」

・新 潟 県 金 井 町 中 興 子 ど も会 育 成 会 「学 校 週5日

制 は ウ ォー ク ラ リー で 」

・財 団 法 人 ハ ー モ ニ ー セ ソ ター 「ポ ニ ー牧 場 で

フ ァ ミ リー キ ャ ソ プ」

・秋 田 県 雄 勝 町 教 育 委 員 会 「福 祉 、ボ ラ ソテ ィア

体 験 」#

(#印 は「地域 少年 少 女 サ ー クル活 動促 進 事 業 」

指 定)

3)『 初 等 教 育資 料 』94年3月 号 、内外 教 育94.1.11、

『週 間 教 育資 料 』94.1.24、 産 経 新 聞93.12.30、 参

照 。

4)内 外 教 育94.5.31。 な お 、同 校 長 会 の 教 育 改 革

研究委員会は、93年7、8月公立小学校 の約5%を

対象に実施 したアソケー ト調査を行なった。こ

れによれば、学校5日 制の今後について、「月2回

迄は何とか対応で きる」55%、「当分の間月1回 で

よい」14%、等であった(有効回答1147校97.5%。9

3年度 『研究紀要』所収同委員会報告。内外教育

94.3,22)

5)内 外教育94.6.3、94.6.7。同会は、「学校週5日

制の現状 と課題に関する調査」(93年10月 。内外

教育93.10.19に 概要)を行 っている。

6)内 外教育94.6.3。又、同協会の教育制度調査委

員会郡司迫哲委員長は翌27日 の同協会の研究協

議会で、学校週5日 制の月2回実施について、同委

員会の調査 と討議を踏まえて、▽指導内容の精

選及び指導方法の改善には限界がある▽学力低

下について保護者の不安が根強い▽他の曜 日へ

の上乗せは月2回 になれば無理▽定時制では「卒

業単位の確保が困難」とい う指摘 もあったこと

を報告 し、「月1回 の実施には何 とか対応 してき

た学校現場だが、月2回 となると、多くの、解決が

難 しい問題を抱えることが予想される」「月2回

実施の際は慎重な対応が望まれる。予告は1年以

上の余裕が欲 しいとい う意見 もある」と述べた。

7)① 全日本教職員連盟(全 日教連、山本豊委員長、

約5万 人)は94年6.月19日 の第11回 定期大会採択

の運動方針で「学習指導要領の改訂に基づ く学

校週5日制の完全実施」を決定 した(内外教育94.

6.24)。② 日本高等学校教職員組合(「右派」、政岡

博委員長)は 、94年6月1日からの第77回 定期大会

の運動方針で「完全週休2日 制と完全学校週5日

制の実現」を決定 した(内 外教育94.6。10)。③ 日

本高等学校教職員組合(「左派」、石井淳平委員長、

約7万 人)は 、94年6月14日 から開催 した第6回 定

期大会の運動方針で「学校週5日制の完全実施 と

教育課程の抜本的見直 し」を決定 した(内外教育

94.6.24)o

ついでに主要政党の学校5日 制についての政

策について述べておく。

各党とも学校週5日 制の実施を政策として掲

げている。公明は「完全実施」、新生は「早期実施」、

社会、共産は「早期完全実施」を掲げている。自民
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は「国民世論の動向を見極めながら対応」、民社

は「実施状況を見ながら着実な定着を図る」とし

ている。5日制実施と教育課程に関 して、社会、公

明は「学習指導要領の見直し」、共産は「学習指導

要領の抜本的見直 し」、日本新党は「カ リキュラ

ム構造の大変革」、民社は「教育内容の精選」が必

要だとしている。その他、各党ともニュアソスの

違いは有 り得るよ うであるが、施設・環境整備

や地域、家庭、学校の推進体制強化の必要等を挙

げている。以上、全 日教連の93年11月 一12月実施

の「政党文教政策アソケー ト調査」による(内外

教育94.2.18)。

8)以 上、北川「1992年学校週5日 制導入に至る経

過」92年本誌第12号 および北川・日本教育法学会

発表「1992年学校週5日 制の問題点 と課題」1993

年、同要旨・同学会 『学会年報』1993年 、参照)。

なお、本林洋三「学校5日 制には教育の正義が

ない」(「信州の教育 と自治研究所」92年9月10日

『まほろばニュース』No69所 収)、参照

9)北 川 『いま中学校で自由と自治を育てる』19

94年、191-196頁Q

なお、94年1月に実施 し、同年7月29日 発表され

た文部省「学習塾等に関す る実態調査」の結果

(速報)に よれば、学習塾への通塾小中学生は推

定約500万 人。通塾率は小学生23.6%(85年 調査16,

5%)、中学生59.9%(同44.9%)、 うち中三67.1%(同5

7.3%)で ある。(内外教育94.8.2)

10)次 に以上の諸問題の具体的諸相の若干を示 し

ておく。

教育課程の問題

◆5日 制で修学旅行中止に大宮市立指扇小で

親が反発(朝 日92.9.5)

◆学校週5日 制の開始を前に、鹿児島県立加治

木高校が毎月第二土曜 日にも登校を事実上強制

する文書を全校生徒に配 っていた。同県教委は6

日、「制度の趣旨に反する」と同高校を指導 した。

学校側は「希望者だけを対象…、新たに増える休

日の受け皿を作 った」と説明した(東京毎 日新聞

92.9.7)。鳩山文相は8日 、「強制的な登校は五 日

制の本旨に反す る」と学校側の対応を批判、県教

委に事実の確認 を求めた(東京毎 日新聞92.9.8

夕)。同校は12日 、校庭や体育館で学年 ごとの親

子ふれあい レクリエーショソを開いた。教室 で

の自習組 も含め、生徒の四分の一に当た る約三

百人が登校 した(西部読売92.9.12夕)。

◆和歌山市立楠見中が秋の文化祭の 日程を従

来の2日 間から1日に短縮。「ゆとり」とは逆行す

る「授業優先」に、生徒や父母の一部などからは

不満の声も上がっている(大阪毎 日92.9.11夕)

◆三重県の小中高校の冬休みは、12月25日か

ら1月7日 までの2週間 と規則で定められている。

しか し、「天皇誕生 日の後に、終業式だけのため

に登校させるのは不合理だ」との声が出ていた。

そこで県教育委員会は、その年の冬休みからス

ター トを1日繰 り上げることに したが、9月初め、

津市で開いた市町村教育長会理事会(出席26人)

で、教育長 らが「学校週5日 制が始まるのに、さら

に休 日を増や しては学力低下につながる」「休み

の日数を増やすべきではない」と反発 した。ある

教育長は「それでな くても三重は、県立高校から

有力大学への進学者が減 っているのに…」と不

満を隠 さない。全国で三重県 と同 じように冬休

みを1日延長するのは滋賀、徳島両県だけだとい

う(朝日92.10.27朝 干旺)o

◆普通高校の7割が来年度以降、毎月第二土曜

を休みにする学校5日 制で休業になった土曜 日

の授業を平 日に回すなどして補充 しようとして

いることが92年11月16日 、全国普通科高校長会

の調査で分かった。休 日の土曜 日に模擬試験や

補習などを行 う予定の学校 も1割近 くに上 り「入

試が変わらないと無理」という意見 も続出。調査

は同会教育課程研究委員会が同年8月 、全国の全

日制普通高校258校 を対象に実施 した。

土曜が休 日になるために減少する授業時数に

ついては「補充する」が71.9%を 占め、この うちの

7割近い学校では「他の曜日の授業時間に上乗せ

する」と回答。大部分は6時間の平 日の授業に1時

間を上乗せ し7時間授業の日をつ くる方針を示

した。

しかし、授業の上乗せは「疲れて授業への集中

力がな くなる」「部活動の時間が少なくなる」な

ど否定的な意見が強い。調査結果によれば、
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○休みの土曜日完全休業の学校82.6%

012.8%は 生徒の自主的活動のため施設・設備の

開放などを計画。

09.1%は 「模擬試験、補習などを実施する」との

回答。

○「部活動の時間にあてる」も5%あ った。

085.5%の 学校は「学校行事の見直 しが必要」と

しており、見直 し対象として球技大会、文化祭、

社会見学や遠足などを挙げている。

すべての土曜を休みにする完全学校五 日制が

実施 された場合の問題点についての質問では

「本人の資質・能力の差によって学力差が一層広

がる」「進学校と生徒指導が難 しい学校などの学

校間格差 も拡大す る」「非行 も増 える」などの懸

念や不安を指摘 した回答が多 く、41校は「大学入

試制度が変わらない限 り5日制の理想の実現は

不可能」として入試制度の改正を求めていた(東

京毎日新聞92.11.16夕 刊)。

塾の動向

◆土曜日の夜九時。東京・広尾のビルの一室に

置かれたファックスが、受信用紙をはき出す。何

行 も続 く数字やアルファベ ットが、三角形の合

同の証明法を表す。埼玉県内の中学二年の女子

生徒が送ってきた数学のテス トの答案だ。この

部屋は、「二十四時間スタソバイ」のファックス

通信で小、中学生を教える数学専門の進学塾「F

ゼ ミ」の「校舎」。塾 といっても、直接通って くる

生徒はいない。出版社で数学問題集の編集に携

わった経験 を生か し、四十人余 りの子供たちを

一人で教えている守岡誠一郎塾長(55)は 、一人

ひとりの学習進度に応 じて個別のテス ト問題を

作 り、毎週2回 から3回、生徒の自宅に送信す る。

「解答をもらったらす ぐに採点 し、間違えた問題

の解 き方をつけて夜のうちに送 り返す。今の子

供たちは電話のや り取 りが得意だ し、別に顔を

見ながら教える必要はあ りませんよ」。…増 え続

ける「教室のない塾」。

この種の塾で代表的な「京大アカデミー」(名

古屋市)は 、生徒数四千人。ファックスに加えて、

静止画像のテレビ電話 も試験導入 し、全国展開

を進めている。5日制導入を控えた5月、文部省は

「土曜 日の午前中は授業をせず、過度な塾通いを

あお らないでほしい」と業界に異例の自粛要請

を行 った。だが…塾は通わな くても「授業」がで

きる時代になりつつある。文部省の「お願い」は、

中小私塾を中心とした業界団体に向け られた も

の。同省幹部が「一企業の経営方針にまで注文は

つけられない」ともらすように、…大手塾、予備

校には声がかからなかった。

首都圏では、塾に対する批判への警戒もあっ

てか、初 日は大半の業者が静観の構えだ。その中

で、従来からの教室開放を午前中にも広げる大

手塾「桐杏学園」(東京都)は 、「月1回 の休 日増で

は、新 しい講座は設けにくい。『月2回 』になっ

た時が動 きどころ」と業界の"戦 略"を 代弁す

る。また、「東進スクール」(同)のように、受験シー

ズソが本格化する11月以降に、土曜 日を「直前特

訓講座」に充てるところもある。

その一方で、「進学一辺倒」でない中小塾の一

部には、文部省が掲げる「子供にゆとりと豊かな

体験を」との5日制の趣旨に同調する動 きも出て

きた。休業土曜日に、子供たちを博物館や郷土資

料館に連れて行 く、自然学習の機会を増やす。千

葉県のある中堅塾の経営者は「土 日に体験学習

の催 しを組むため、県外の公立校の体育教師を

スカウ ト中です」ともらした。休業土曜をめ ぐっ

て、学習塾業界を色分けしつつある"二 極分化"

の流れ。その行方は、五 日制の将来を占う大きな

指標になる(東京読売92.9.9)。

◆関西の大手「浜学園」(本部・兵庫県西宮市)

では、来春の受験をめざす小学6年 生約100人 が

本館教室で特訓授業を受けた。名づけて「灘・甲

陽スペシャル特訓」。前回は自習用の教室開放だ

けだったが、初めて土曜休 日特訓に踏み切った。

前回の土曜休業日「中学受験土曜特訓」を開い

た第一 ゼミナール(本部・大阪市)に は、有名中を

志望 している小学6年生約100人 が同市中央区の

教室に集まった。塾側は午前8時 から質問受け付

けの時間をとった後、同10時からは夜までのぶっ

通 し授業に入った(朝 日92.11.14夕)。

◆大分県教委は県内の学習塾に「学校休校 日

(第二土曜 日)の授業は控 えてほしい」と自粛を
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要請。ほとんどの塾はこれに応 じたが、同県別府

市の学習塾(定 員百人)は 、要請を無視 して14日

午前9時 から独自に授業。小中学生約30人 が"登

校"、受験勉強に取 り組んだ。塾側によると塾生、

父母らへのアンケー トで100人 中、97人までが学

校休校 日の授業を希望 したのにそった措置だと

している(西部読売92.11.14夕)。

私学問題

◆文部省の高校教育改革推進会議では、私学

への対応をめ ぐって公立側が文部省の「強い指

導」を要求する一方、私立側は「建学の精神や独

立性は私学の命」と規制強化に反対 し、対立の様

相を見せている。

公私の対立は、推進会議が昨年夏に出した中

間報告についての、関係団体か らの意見聴取 に

如実に表れた。報告には「私立高校入学者選抜の

改善方策」の一節がある。これについて、公立高

校の団体である全国高等学校長協会は、私立高

校 の「青 田買い」を認められないと言い切 り、入

試問題に対 しても「学習指導要領に準拠 した も

のであるよう行政の強力な指導を期待 したい」

と文部省に要求 した。入試問題を国公私の3者 で

検討する場 も提案 している。公立中の全 日本中

学校長会は、大都市圏で私立高校の入試が中学

に大 きな影響を与え塾の過熱等を招いていると

指摘、「私学へ指導・助言が必要」と文部省に迫っ

ている。

これに対 して私学側は、中間報告が私学の入

試に注文をつけたことにさえ不快感を表 してい

る。…私学「主犯説」はおか しいといいたげ。受験

競争激化の「決定的要因は もっと別のところに

あ り、やは り最終 目標である大学入試からメス

を入れてかかる必要がある」と反論 し、入試など

については「私学自体の課題であり、ことさら行

政当局が心配する性質のものではない」と介入

をけん制 している。

高校以下の私学は都道府県の所管 となってい

るが、有名大学への進学 を売 り物にするとの批

判や、施策に従わせたいとの文部省の意図から、

教育委員会所管へ移そ うとする論議 も起 きてい

る(朝 日93.01.11)。

11)な お、学童保育については、第2土 曜午前中の

開所のみならず、その整備自体が遅れている。93

年4月1日 現在での全国学童保育連絡協議会の調

べによると、全国の自治体 で学童保育所を設置

しているもの30.0%、小学校比設置率(学 童保育

所数/小 学校数)30.4%、公立学童保育の指導員

の うち正規職員26.8%な どである。(全国学童保

育連絡協議会94年5月31日 発表「学童保育の実施

状況調査の集計結果(概要)」)

12)神 奈川県でも92年9月12日 、県立盲、ろう、養護

学校21校 のうち6校が「学校開放」して指導員、教

員を配置。開放 しない学校でも教員が待機態勢

をとった。その1つ、保土 ヶ谷養護学校では児童

生徒236人 の約3分 の1が「登校」すると予想され

た(朝 日92.9,8神 奈川版)。

神戸市立垂水養護学校のPTAは 、市の西半

分の広い校区でスクールバス運休にもかかわら

ず、学校週5日 制初 日午前10時 か ら「ふれあい コ

ソサー ト」を開 くなどした。この 日、それぞれの

子 どもの地元では小学校の校庭が地域の遊び場

として開放されたが、地域から離れ、養護学校で

ほとんどの時間を過 ごしている子どもたちが、

いきな り学校へ出かけて行っても、「お客 さん」

扱いはされないかと親は不安である。土曜休 日

に対する親たちの意見は、月1回 なら「よい」が59

%、「心配だ」22%、…毎週土曜休 日には「心配だ」が

60%、「よい」20%。「父親が休みを取れない以上、一母

親の負担が重 くなる」「近所に遊べる友だちがい

ないので、学校を休 ませた くない」などが親たち

の声である。学校休みの日、子どもは、家にいて、

テ レビを見る、テレビゲームをす る、ワープロを

打つなどが多い。「土曜 日が休 日になると、どの

ように過 ごしたいですか」という問に子どもた

ちは「学校に行きたい」「ぼ くも学校に行 きたい」

「家にいるのは、つまらない」と答えている(朝 日

92.9.13兵 庫版)。

13)大 阪教育文化セソター94年6月 発行「子 ども調

査」研究会調査報告 『障害をもつ子どもたちの

生活と教育』。やや詳細は次のとおり。(複数回

答)

・家の中で何とな く過ごした728人(37 .5%)
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・テ レビ を見 て過 ご した438人(22 .6%)

・家 の近 所 で 友 人 や き ょ うだ い と遊 ん だ380

人(19.6%)

・障 害 児 の た め の 土 曜 教 室 ・行 事 等 に 参加156

人(8.0%)

・寝 て い た136人(7.0%)

・養護 学 校 の開 放 行 事 に参 加87人(4.5%)

・勉 強 を して いた64人(3 .3%)

・健 常 児 と一 緒 の行 事 に参 加59人(3 .0%)

・家 の近 所 で 一 人 で遊 ん だ55人(2.8%)

・近 所 の 学 校 へ い っ て遊 ん だ29人(1 .5%)

・そ の他70人(3 。6%)

・不 明177人(9.1%)

な お 、以 上 の よ う な困 難 の な か で も障 害 児 の

家 族 や 障 害 児 学 校 ・障 害 児 学 級 教 職 員 等 に よ っ

て 、土 曜 休 業 日に お け る障 害 児 の豊 か な生 活 と

発 達 を 保 障 す る様 々 な 努 力 が行 わ れ て い る。都

立 小 平 養 護 学 校 の 東 京都 障 害 児 学 校 教 職 員 組 合

分 会 と父 母 の 取 り組 み もそ の 優 れ た例 で あ り、

成 果 と して 次 の よ うに 校 区 各 市 か ら障 害 児 の た

め の 地域 活 動 に 対 す る活 動 に 対 す る助 成 措 置 も

獲 得 して い る。しか し、同 校 にお いて さ え、第2土

曜 日を 仕 方 な く「家 庭 で過 ご さ ざ るを 得 な い 」子

が19人(20.6%)と な って い る こ とや 、地 域 活 動 を

す る人 の 不 足 が 問 題 で あ る。

◆ 各 市 の助 成 施 策 そ の他 の施 策

[東 村 山 市 ・清 瀬 市]合 同 で 実 施 。「地 域 活 性 化 資

金 」よ りバ ス 代 を 支 出

[東 久 留 米 市]市 が 同市 学 校5日 制 特 別 委 員 会 を

設 置 。これ に障 害 児 学 校 、学 級 、障 害 児 の 学 童 ク

ラブ代 表 が 参加 。作 業 所 、障 害 児 保 育 グル ー プの

代 表 を も加 え た「東 久 留 米 市 学 校5日 制 地 域 福 祉

連 絡 会 」を結 成 。

[武 蔵 野 市]「い る か ク ラブ」に 市 が 助 成 金 。1ヶ月

当 た り講 師料5000円 ×3人 分 、主 任 講 師 料1万 円

×2人 分 。「ふ れ あ い ク ラ ブ」に 同 、6人分 と1人 分

「お た ま じ ゃ くし」に1ヶ 月2万 円 の助 成 金 。

[小 金 井 市]「小 金 井 市 学 校5日 制 の 会 」が 運 営 す

る活 動 に市 が助 成 金 。プー ル 教 室 指 導 員1万 円 ×

1、補 助 指 導 員5千 円 ×5～6、 レ ク リエ ー シ ョソ指

導 員1万 ×1、補 助 指 導 員5千 ×3、消 耗 品21万 円 、

保 険 料39,600円 。合計47万8千 円

[国 分 寺 市]1回 の 地 域 活 動 に つ き10人 の指 導 員

報 償 費 を予 算 化 。年 間60万 円(積 算 基 準:単 価 一

人1回5000円 ×10校 に各1人)

◆ 父母 へ の調 査(93年5月 実 施 調 査 対 象保 護 者

103名 、回答92名)

休 日 とな る土 曜 日の過 ご し方 。人 数 。① 地 域 の活

動 に 子 ど もだ け を 何 らか の形 で 参 加 させ る9人

② 地 域 の活 動 に保 護 者 も一 緒 に 参加 す る11人 ③

積極 的 に 家庭 で過 ごす53人 ④ 家庭 で過 ご さ ざ る

を 得 な い19人(20.6%)⑤ 家 庭 で も地 域 で も過 ご

す こ とが で きず 困 って い る0人 。

1994年1月28日 か らの長 野 に お け る全 教1993

年 度 教 研 集 会 レポ ー ト遠 山陽 子 「子 ど も た ち が

地 域 で 豊 か に生 きて ゆ くた め に 」、参 照 。

14)今 少 し詳 し く述 べ る と次 の よ うで あ る。

①5日 制 に「賛 成 」が46%、 「反対 」が54%だ った。

み ん な が 塾 に ゆ きは じめ た ら、や っ ぱ り 自分 も

塾 に行 くこ と に な る だ ろ うか ら反 対(中1・ 女)、

「子 ど もた ち が休 む の に 、大 人 だ け が話 し合 って

子 ど もの意 見 を取 り入 れ て い な い の はや っ ぱ り

変 」(高1・男)。「1カ月 に1回 な ん て セ コイ こ と を

言 わ ず に 、毎 週 や って も らい た い …塾 が 増 え る

な ん て大 人 が お ど か す か ら子 ど もが お び え て い

る ん で す」(小4男)。 休 み は 土 曜 日で は な く「真 ん

中 の 水 曜 日が い い。体 力 的 に も精 神 的 に も、水 曜

日 って い ち ば ん だ らけ る時 間 だ か ら」(女子)な

どで あ った(朝 日92.9.12)。

② 「なぜ 延 長 す る の か納 得 で きな い」「5日制 の

趣 旨 に反 し、説 明 が不 十 分 」な ど と生 徒 が 反 発 し

た 。結 局 は 生徒 の 総 意 を 示 せ な い ま ま に流 会 に

な った が 、1492人 の生 徒 の 中825人 を越 え る生 徒

が 反 対 署 名 を した こ と な ど を重 視 す べ きで あ る

(大 阪 毎 日新 聞92.9.9、92.10.16夕 刊)

③ 生 徒 た ち は「二 、三 学 期 の期 末 テ ス トの期 間

4日 間 を これ まで の5日 間 に 戻 し、終 業 式 の 授 業

もや め て 欲 しい 」とい う署 名 を 全 校 生 徒 の 四 分

の三 の1035人 分 集 め た。学 校 側 は 、教 師 らが立 ち

会 って職 員 室 の裁 断 機 で署 名 簿 を処 分 した。「期

末 テ ス トの期 間 が4日 間 に短 縮 して も1日 の テ ス

トの 時 間 が3時 間 を超 え る こ と は な い が、署 名 文
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書には 『1日のテス トの時間が4時間になる』な

どの誤った事実の記述があるほか署名とい う形

は教育の場で望ましくない。署名簿 も生徒 自ら

が裁断 した」(教頭)な どと説明した。その後、世

論の批判を受けて、テス トの期間を元の5日間に

戻 した(中 日新聞92.10.26夕 刊、朝 日92.11.6)。

④討論では「休みといって も全体の授業時間

は変わ らず、調整のため行事がつぶされた りし

ておか しい」など施行に戸惑 う声、「カリキュラ

ムの変更が必要」「結局は大学入試が変わ らない

とゆとりなんか生まれない」という意見が出た。

「生徒がまとまる機会 となる行事を減 らすのは

よ くないし、生徒会の存在基盤にもかかわる。5

日制で行事がな くなることがないよう学校側と

話 し合いたい」という反応が多数を占めた。休み

の使い方については「3年生は受験勉強をしてい

る」「ボラソティア活動を始めた人 もいる」など

の例が紹介 された。実行委員長の秋葉丈志君は

「5日制の問題など高校生の声をどんどん外に伝

えていけるよう、活動を広げていきたい」と話 し

た(朝 日93.1.25埼 玉版)。

15)な お、これ以外の県立施設等の第2土曜 日以外

の無料化もあり、例えば高知県は92年9月 から牧

野植物園、のいち動物園など県立7施設を無料開

放したが、94年4月 から第2土曜の翌 日の日曜 日、

こどもの日、文化の日、勤労感謝の日、学校行事

で利用す る場合を無料化 した。無料化拡充に伴

う入場料減収は年間約1千 万円という。(内外教

育94.4.8)

16)都 道府県教育長協議会第2部 会平成4年度研究

報告 『学校週5日 制に対応 した社会教育施設及

び社会教育指導者の在 り方について』(平 成5年

3月)(内 外教育93.5.21に 概要)。

17)① 、⑤は前注に同 じ。②、③は第4部 会報告・内

外教育93.7,23概 要。④は、平成5年3月 ・第3部 会

報告 『学校週5日 制の実施について』(93.6.11

内外教育に概要)。

18)19)順 に、前掲・第2部会報告、第4部 会報告、

20)内 外教育93.3.9。文部省93年1月8日 現在「公立

学校の週休2日 制の実施状況調査」。文部省方式

と異なって、北海道は週43時 間、鹿児島県の小・

中学校 と特殊教育諸学校 と兵庫県は週42時 間、

三重・広島の2県 と鹿児島の高校教員は週41時 間

となっている。又、石川・高知両県は週40時 間だ

が文部省の指導とは異なる形態で実施 している。

21)前 掲第3部 会報告。なお、この調査によれば、

①調査13県 中、週42時 間勤務体制の県が1県 、休

業土曜を「勤務を要 しない日としないで、一部は

出勤、他の者は職専免としている」県が1県 、その

外は土曜休業 日を「勤務を要 しない日とし、まと

め取 り方式により、週40時 間勤務になるように

割 り振 り」していた(11県)。

なお、教育長協議会の研究報告によると、以上

の外に、学校5日 制に関わる全体的な課題その他

について、次の諸点等が報告 されている。

①5日 制推進組織は、調査対象13県 教委の全部

の県が設置、うち、「庁内の検討会、外部の有識者

を含めた推進委員会の両方を設置 している」が1

0県 、「推進委員会のみ設置」が2県 、「庁内検討会

のみ設置」が1県 だった。②学習塾に対 しては協

力要請や自粛依頼をしている(10県)く らいにと

どまっている。また懸念 された過度の塾通いは

見られない(以上第3部 会報告)。③国に対する要

望では「月2回および完全実施の導入に際 しては、

相当の準備期間を置けるよう、早めに時期 を示

すなどの配慮をしてほしい」、「調査研究協力校

に対する指定校経費の増額」(3県)、「大学入試の

在 り方の抜本的改善への指導」(2県)を求めるな

どの意見がでた。④92年 の月1回 学校5日 制は、

「障害児の地域活動参加が少なかった」「障害児

を対象と した事業及び計画が少なかった」とい

う意見がみられた外は、特に問題はなく円滑に

導入された。(③、④は平成5年3月 ・第1部 会報告

『学校週5日 制について』。93.7.27内外教育に

概要)。しか し、④ については後述のように土曜

休業 日の決定権限 をめぐって文部省・自治体間

の大きな確執 があった。

22)資 料源:内外教育94.1.21、毎日東京本紙94.1.

19、朝 日94.1.19。89年(平 成元年)6月 議会から93

年12月 議会までの間に決議 し、93年末 までに文

部省に届いたものを文部省がまとめた。なお、全

日本教職員組合は独自の調査で224自 治体 が決
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議をしたことを確認 しているが、これを日付順

にみると92年9月 以降、件数が急速に増え、最近

の決議は、ほとんどが5日制の実施に関連 して見

直 しを求める内容だという。保守系会派 も賛成

に回ったケースが多 く、「過密教育の指導要領が

5日制 を阻む大きな要因となっていることが明

らかになった」としている。

23)例 えば、北海道宗谷教組稚内支部の取 り組み

は徹底 して父母の教育要求を重視 し、学校5日 制

問題 についても殆ど全ての生徒の父母との話 し

合いを通 じて運動を進めており、92年7月1日、稚

内市教育長 との間で5日 制に関 して次のような

点を確認 している。①「学校現場・教育関係者は

もとより教育の主権者である父母 ・PTA等 の

充分な話し合い」②「学校内外の教育諸条件の整

備 ・拡充等についての計画と実施の課題」の重

視、当面、中学校区単位の要望事項のとりまとめ

③「学校の自主性を尊重 し、「新学習指導要領」に

ついての教育的見地からの(批判をも含めた)…

全教職員の協議を土台」とした各学校での教育

課程編成④「教職員の勤務条件の改善」・「勤務

を要 しない日」の学校運営上の位置づけの明確

化。(全 教94年1月 教育研究全国集会田中俊美報

告「学校5日制 と子育て運動」)

1994年9月8日
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